
種
苗
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
）

修

正

後

修

正

前

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

〔
略
〕

〔
削
る
。
〕

二

第
三
条
の
改
正
規
定
、
第
四
条
の
改
正
規
定
、
第
五
条
の
改
正
規
定
、

第
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
十
五
条
の
改
正
規
定
及
び
同
条
の
次
に

三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
七
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条

を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
八
条
の
改
正
規
定
、
第
二
十
一
条
の
改
正
規

定
、
第
三
十
五
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
四
十
五
条
第
一

項
の
改
正
規
定
、
第
四
十
七
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
七
十
四
条
の
改
正

規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定

令
和
四
年

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

〔
略
〕

二

第
十
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号

の
改
正
規
定
、
第
二
十
一
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
三
十

七
条
、
第
四
十
二
条
、
第
五
十
五
条
、
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
九
条
第

一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
並
び
に
第
七
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
改

正
規
定
並
び
に
次
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で
の
規
定

令
和
二
年
十
二
月

一
日

三

第
二
十
一
条
の
改
正
規
定

令
和
四
年
四
月
一
日



四
月
一
日

（
品
種
登
録
管
理
人
の
品
種
登
録
出
願
手
続
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
種
苗
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第

十
条
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

以
後
に
新
法
第
五
条
第
一
項
（
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
附

則
第
四
条
及
び
第
五
条
に
お
い
て
「
第
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
あ
っ

て
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
種
苗
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第

五
条
第
一
項
）
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
の
出
願
を
す
る
日
本
国
内
に
住
所

及
び
居
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
営
業
所
）
を
有
し
な
い
者
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
在
外
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
旧
法

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
の
出
願
を
し
た
在
外
者
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
輸
出
等
の
行
為
に
係
る
制
限
の
届
出
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品

種
登
録
の
出
願
を
し
て
い
る
者
及
び
旧
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

品
種
登
録
を
受
け
て
い
る
者
は
、
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限

り
、
同
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
品
種
登
録
管
理
人
の
品
種
登
録
出
願
手
続
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
種
苗
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第

十
条
の
二
の
規
定
は
、
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「

第
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
新
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品

種
登
録
の
出
願
を
す
る
日
本
国
内
に
住
所
及
び
居
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

営
業
所
）
を
有
し
な
い
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
在
外
者
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
適
用
し
、
第
二
号
施
行
日
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
種
苗

法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
の

出
願
を
し
た
在
外
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
輸
出
等
の
行
為
に
係
る
制
限
の
届
出
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
の
出
願
を
し
て
い
る
者
及
び
旧
法
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
を
受
け
て
い
る
者
は
、
新
法
第
二
十
一

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
号
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
同
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



２

前
項
の
届
出
が
種
苗
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
後
旧
法
第

十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
前
に
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
新
法
第
二

十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
十
三
条
第

一
項
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
直
ち
に
、
当
該
出
願
品
種
に
係
る
第
十
三
条
第

一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
届
出
に
係
る
事
項

を
公
示
す
る
と
と
も
に
、
」
と
、
「
こ
れ
ら
の
公
示
と
併
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第

十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
届
出
に

係
る
事
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
に

係
る
変
更
後
の
事
項
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
四
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
公
示
と
併
せ
て
同
条
第
二
項
第
一
号
」
と
す
る
。

３

第
一
項
の
届
出
が
旧
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
後
に
さ
れ

た
場
合
に
お
け
る
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
際
、
こ
れ
ら
の
公
示
と
併
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
十

三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
届
出
に
係

る
事
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
に
係

る
変
更
後
の
事
項
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
四
第
三

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
直
ち

に
、
当
該
登
録
品
種
に
係
る
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
四
項

中
「
公
示
（
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
と
併
せ
て
さ
れ
た
も
の

２

前
項
の
届
出
が
種
苗
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
後
新
法
第

十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
前
に
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
新
法
第
二

十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
十
三
条
第

一
項
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
直
ち
に
、
当
該
出
願
品
種
に
係
る
第
十
三
条
第

一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
届
出
に
係
る
事
項

を
公
示
す
る
と
と
も
に
、
」
と
、
「
こ
れ
ら
の
公
示
と
併
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第

十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
届
出
に

係
る
事
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
に

係
る
変
更
後
の
事
項
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
四
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
公
示
と
併
せ
て
同
条
第
二
項
第
一
号
」
と
す
る
。

３

第
一
項
の
届
出
が
新
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
後
に
さ
れ

た
場
合
に
お
け
る
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
際
、
こ
れ
ら
の
公
示
と
併
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
十

三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
届
出
に
係

る
事
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
に
係

る
変
更
後
の
事
項
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
四
第
三

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
直
ち

に
、
当
該
登
録
品
種
に
係
る
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
四
項

中
「
公
示
（
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
と
併
せ
て
さ
れ
た
も
の



に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
公
示
」
と
す
る
。

（
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
四
条

施
行
日
か
ら
第
二
号
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
法
第
二

十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一

項
第
一
号
イ
及
び
ロ
中
「
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第

四
項
た
だ
し
書
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
前
条
第
二
項
本
文
」
と
あ
る
の
は

「
前
条
第
四
項
本
文
」
と
す
る
。

（
出
願
料
、
手
数
料
及
び
登
録
料
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

新
法
第
六
条
第
一
項
、
第
十
五
条
の
三
、
第
十
五
条
の
四
及
び
第
四

十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
第
二
号
施
行
日
以
後
に
す
る
新
法
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
の
出
願
に
係
る
出
願
料
、
手
数
料
及
び
登
録
料

に
つ
い
て
適
用
し
、
第
二
号
施
行
日
前
に
し
た
旧
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
品
種
登
録
の
出
願
に
係
る
出
願
料
及
び
登
録
料
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
公
示
」
と
す
る
。

（
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
四
条

第
二
号
施
行
日
か
ら
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
中
「
前
条
第

二
項
た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
と
、
同
条
第
七

項
中
「
前
条
第
二
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
四
項
本
文
」
と
す
る
。

（
出
願
料
、
手
数
料
及
び
登
録
料
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

新
法
第
六
条
第
一
項
、
第
十
五
条
の
三
、
第
十
五
条
の
四
及
び
第
四

十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
以
後
に
す
る
新
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
の
出
願

に
係
る
出
願
料
、
手
数
料
及
び
登
録
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
し

た
旧
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
の
出
願
に
係
る
出
願
料
及

び
登
録
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


